






































（残余財ぎの帰属）

第四〇条 解散（合併又は破産による解散を絵く。）し、ヤ場合におけろ残余財産は 、 評議員

会の決議を得て、 社会福祉法人並びド社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人の

うちから選出されたものに煽属すな

第）＼章 定蒙の変更

（定款の変更）

第四 一条 この定款を変更しようとするときけ．｀ 評議員全の決肇を得-r' 八戸市長の認可

（社会福祉法第四五条の三六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを

除く。）を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係ろ定歎の変夏をl、��� は、 滑滞なくその旨を

八戸市長に届け出なければならない。

第九章 公告の方法その他

（公告の方法）

第四二条 この法人の公告は、社会福祉法人結心会の掲示湯し、す掲示するとレもに、 官報、

新聞又は電子公告に掲載して行う。

（施行細則）

第四三条 この定款の施行についての細則は． 理事会において定め左

附 則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする u ただし、 この法人の成ヤ後遅滞なく｀

この定意に基づき、 役員の遷任を行うものとするい

理事長

痙 事

＂ 

II 

＂ 

II 



附 則

監 事 

1 この定款は、 平成29年4月1日より施行する。

2 第五条で定める評識員の定数は、 平成29年4月l l::lから平成3 2年3月3 1日まで

の間は4名以上とする。
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